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国内金融機関が海外で発行するＥＴＮ（指標連動証券）の上場制度等の整備について

２０１９年９月２６日

株式会社東京証券取引所

Ⅰ  趣旨

当取引所は、２０１１年４月よりＪＤＲ（日本型預託証券）形式によるＥＴＮ（指標連動証券）の上場制度を整備していますが、従来、外国の者が海外で

発行するＥＴＮを上場対象としてきました。この度、発行スキームの柔軟化を図ることにより上場対象商品の拡充を推進する観点から、国内金融機関が海外

で発行するＥＴＮの上場を可能とする等の制度整備を行うこととします。

Ⅱ  概要

項 目 内   容 備   考

１．上場対象商品の拡

充

・ 国内金融機関が海外で発行するＥＴＮ（指標連動証券）を受託有価証

券とする有価証券信託受益証券（金融商品取引法施行令第２条の３第

３号）を新たに上場対象とします。

・ ＥＴＮとは、外国で発行された金融商品取引法（昭

和２３年法律第２５号。以下「法」といいます。）

第２条第１項第５号に掲げる有価証券又は外国で発

行された同項第１７号に掲げる有価証券のうち同項

第５号の社債券の性質を有するものであって、当該

有価証券の償還価額が特定の指標に連動することを

目的とするものをいいます。

１．上場制度の見直し

（１）上場審査

（外国金融商品取引所

等における重複上場基

準の見直し）

・ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるＥＴＮが外国金融商品取

引所等において上場若しくは継続的に取引されていること又はその見

込みがあることに係る基準は、保証者が存在しない場合において発行

者が外国の者以外であるときには、適用しないこととします。
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項 目 内   容 備   考

（その他の基準の見直

し）

・ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるＥＴＮの発行のための法

律が整備されていること及び当該新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益

証券の発行者（保証者が存在する場合は、保証者）を監督する行政庁

が存在することに係る基準は、保証者が存在しない場合において発行

者が外国の者以外であるときには、適用しないこととします。

・ 発行者が最近２年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務

諸表等並びに各事業年度における中間会計期間及び各連結会計年度に

おける中間連結会計期間の中間財務諸表等（四半期財務諸表提出会社

又は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期財務

諸表等。）が記載又は参照される有価証券報告書等を作成していない場

合には、それらに代わる書類による審査を可能とすることとします。

・ 発行者に係る事業報告書や計算書類の確認、企業グ

ループの状況等を考慮し判断します。

（２）上場廃止 ・ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮが上場若し

くは継続的に取引される全ての外国金融商品取引所等において当該上

場ＥＴＮ信託受益証券等の上場廃止が決定された場合又は外国金融商

品取引所等における当該上場ＥＴＮ信託受益証券等の相場を即時に入

手することができない状態となったと当取引所が認めた場合に係る基

準は、保証者が存在しない場合において発行者が外国の者以外である

ときには、適用しないこととします。

（３）その他

（発行者の代理人等

の選定に係る見直

し）

・ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者（上場会社を除く。）による発行者を

代理又は代表する権限を有する者の選定は、発行者が外国の者以外で

ある場合は不要とします。

２．その他 ・ その他所要の改正を行います。
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Ⅲ  実施時期（予定）

・２０１９年１２月１３日に実施します。

以  上


